
初心者でも大丈夫！

一人１種目以上参
加が目標だワン！
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　手話の基礎知識や日常会話に必要な表現方法
を学ぶ講座で、手話奉仕員の活動に関心のある
方を募集します。「入門講座」と「基礎講座」の
２コースから選択できます。
　「基礎講座」は「入門講座」を受講済みで、
手話で日常会話ができる方が対象です。

　農林作物の保護と生活の安全を
図るため、新たに狩猟免許を取得
し捕獲活動を行う方に対して、そ
の費用の一部を補助します。
◦対象者（次の条件を全て満たす方）　
　▷市内に住所を有し、申請時に市民税などを
　　滞納していない方
　▷新たに狩猟免許を取得し、福島県猟友会白
　　河支部に所属する方
◦補助額（狩猟免許取得にかかる経費）
　▷狩猟免許試験初心者講習会受講料　4,000円
　▷狩猟免許試験申請手数料（収入証紙購入費）
　　１種類につき　5,200円（すでに他の狩猟
　　免許を取得している場合は、3,900円）
※補助金の申請方法など、詳しくはお問い合わ
　せください。

◦日　時　５月15日㈫～ 10月
　　　　　９日㈫／毎週火曜日　午後７時から
　　　　　※各講座は日程が異なるため、詳し
　　　　　　くはお問い合わせください。
◦受講料　無料（要テキスト代）
◦会　場　市立図書館りぶらん地域交流会議室
　　　　　（道場小路）
◦定　員　各20人程度
◦申込期限　４月27日㈮
◦申込先　本庁舎社会福祉課

お知らせ
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募　集
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問本庁舎農林整備課　内2229問本庁舎社会福祉課　内2714

狩猟免許取得費用を
補助します

手話でコミュニケーション
手話講座受講生

募　集
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問市体育協会事務局　☎�8655

　第59回白河市民総合体育大会が始まりました。
今年も総合順位を競う町内会対抗方式で行います。
各種クラブやサークル、グループのほか、個人で
の参加も可能です。参加費は無料です。お気軽に
お申し込みください。

※年間の競技日程は、町内会を通して配布する案
　内をご覧ください。

■申込方法
　町内会を通して配布する大会案内をご確認のう
え、申込書に必要事項を記入してお申し込みくだ
さい。大会要項と申込書は、５月末に町内会長に
配布するほか、市体育協会ホームページ（http://
sports.geocities.jp/shirakawasports）からも
ダウンロードできます。
■申込先
　市体育協会事務局（中央体育館内）、
　本庁舎スポーツ振興課、各庁舎地域
　振興課、各市民体育館

■競技日程（５月～６月※）

一人１種目以上の参加を！
市民総合体育大会開催

▲ミニサッカー ▲自転車競技

競技名 日にち 会場 申込期限

ゴルフ ５月27日㈰ 白河ゴルフ
倶楽部 ５月18日㈮

バスケット
ボール ６月16日㈯ 国体記念体

育館 ６月９日㈯

野球 ６月19日㈫
から

白河グリーン
スタジアム ６月12日㈫

綱引き ６月23日㈯
中央体育館 ６月15日㈮

ニュースポ
ーツ競技 ６月24日㈰

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ２

広報しらかわ　2018.４（H30)13
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問本庁舎建築住宅課　内2265

問本庁舎まちづくり推進課　内2743

　市では、子世帯と親世帯が新たに同居または近
居するために「持ち家を取得」「持ち家を増改築リ
フォーム」する場合に、費用の一部を補助します。

　市では、中心市街地の賑
に ぎ

わいの創出や、まちづ
くりの担い手の育成を図るため「まちをより良く
したい」と、自分たちの手でまちづくり活動に取
り組むグループに対し、その活動費の一部を補助
します。
■募集用件
◦対象グループ
　２人以上で構成するグループ（グループ内に、   
　中心市街地に居住している方または不動産を所
　有している方、中心市街地で事業を営んでいる
　方のいずれかが参加している必要があります）
◦対象区域
　白河市中心市街地活性化基本計画（第２期）で
　定められた区域
◦補助金額
　上限50万円（ただし補助対象経費該当分に限る）

◦募集期間　４月23日㈪～平成31年２月28日㈭
◦対象者　
　　平成28年４月１日以降に市内で住宅を取得
　または増改築リフォームし、三世代同居または
　近居を新たに始め、要件を全て満たす方
　※主な要件は次のとおりです。他の要件など、
　　詳しくはお問い合わせください。
　　①前住所に１年以上継続して住んでいたこと
　　②同居または近居を３年間継続すること
　　③町内会に加入中、または加入する見込みが
　　　あること
　　④18歳未満の子どもと同居・近居していること
　　⑤市民税などの滞納がないこと

◦補助金額
　補助対象経費（住宅の取得に要する費用または
　リフォーム工事費用）の２分の１または次の基
　本額と加算額の合計額のいずれか低い額

◦手続きの流れ

◦対象事業
　　平成30年度中に対象区域で実施される取り
　組みで、次のいずれかに当てはまるもの

◦募集期限
　５月18日㈮
※審査を経て、補助対象グループを
　決定します。詳しくは、市ホーム
　ページをご覧ください。

あなたの熱意でまちづくり！
小グループまちなか活動支援事業

同居予定の方注目！
三世代同居・近居支援補助金

事業名 内容

景観形成事業 通りの美化など、景観でまちの
イメージアップを図る取り組み

商店街魅力
創出事業

商店街やお店ごとの連携、売り
上げ促進等に寄与する取り組み

情報発信事業 まちなかの様々な情報を発信す
る取り組み

交流拠点設置
活用事業

様々な人と交流を図り、まちな
かに賑わいをもたらす取り組み

ぼくと一緒にまち
なかを盛り上げる
ワン！

住宅の取得 増改築リフォーム

補助基本額
新築 同居型60万円

近居型50万円
30万円

中古 同居型40万円
近居型30万円

加 

算 

額

若年世帯
※40歳未満 10万円 ５万円

中心市街地
居住 10万円 ５万円

市内業者
施工

10万円
※新築住宅のみ ５万円

 ※最大補助額 90万円 45万円
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